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社会福祉法人大曲保育会行動計画 

 

平成１９年３月２６日策定 

                       平成２１年６月１日一部改正 

                       平成２５年６月１日一部改正 

                       平成３０年６月 1日一部改正 

令和５年６月１日一部改正     

 

１．はじめに 

  平成１５年７月に、「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。 

  このため、事業主の立場からも、雇用する職員の子どもたちの健やかな育成について、

その役割を果たして行く必要があります。 

  大曲保育会行動計画は、この規定に基づき大曲保育会の職員を対象に策定したもので、

乳幼児の保育や就学前教育を事業とする大曲保育会の職員が父親として、或いは、母親と

しての子育てができるよう、職場を挙げて支援していかなければなりません。 

法律の趣旨を踏まえ、職員一人ひとりがこの計画の内容を理解し、お互いに助け合い支

え合っていきましょう。 

 

 

２．計画期間    

  この計画は、令和５年６月１日から令和１０年５月３１日までの５年間を実施期間と定

め、適宜見直しを図ることとする。 

 

 

３．計画の対象 

  本計画は、保育士、保育教諭、栄養士、調理員等、勤務形態や職種、取扱業務に違いが

ある全ての職員を対象としています。そのため、理事長及び管理監督者は、職場の状況に

応じて本計画の具体的な推進、実施に努めるものとします。 

 

 

４．計画の推進体制 

  一 次世代育成支援対策に関する情報の提供等を職員に対し逐次行い、本計画の内容は、

電子メールにて各園に配信し、閲覧したりすることにより周知の徹底を図ります。 

  二  本計画の実施状況について、年度ごとに把握することとし、その後の対策の検討や

計画の見直しを図ります。 
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５．具体的な内容 

  一 職員の勤務環境に関するもの 

   （１）出産に関する不安を解消するために 

       A 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇制度についてこ

れまで以上に周知徹底を図ります。            （事務局～継続） 

 

         B 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、必要に応じて業務分担の見直しを行いま

す。                               （所属の園長・園長補佐～継続） 

 

 （２）子どもの出生時における父親の休暇の取得を推進するために 

         A 配偶者出産時の特別休暇（２日間）について、周知徹底を図ります。                        

（事務局～継続） 

 

         B 所属職員の状況を把握し、対象職員の休暇予定を確認するほか、対象職員が休

暇を取得しやすい体制づくりに努めます。       （所属の園長・園長補佐～継続） 

 

   （３）育児休業を取得しやすい環境をつくるために 

         A 育児休業制度等の周知 

            育児休業等の制度の内容や休業期間中の育児休業手当金の支給等の経済的な

支援措置について、職員に周知します。 

             また、妊娠を申し出た職員に対し、事務局員が個別に育児休業等の制度、            

手続きについて説明をします。              （事務局～継続） 

 

        B 育児休業を取得しやすい雰囲気の醸成 

             育児休業に対する職場の意識改革を進め、育児休業を取得しやす      

い雰囲気を醸成します。とりわけ、男性職員については、対象職員が少なく

実績が無かったが、前計画期間中に対象職員が短期間ではあるが取得したた

め実績ができたところです。また、パパ育休の制度もできたことや今後対象

職員が増えることを期待し、継続的に男性職員の育児休業の取得を促し、男

性職員については 50%の取得率を目指して参ります。 

              また、育児休業の取得の申し出があった場合、職員が安心して育児休業が

取得できるよう当該所属において、業務分担の見直しを行うようにします。      

（所属の園長・園長補佐～継続､一部新規） 

 

         C 育児休業からのスムーズな職場復帰への支援 

             ・育児休業中の職員に対して、業務の状況や育児の状況について       
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相互に連絡を取り合うように努めます。 

               また、スムーズに職場復帰できるように、在宅講習、職場環       

境適応講習、職場復帰直前・直後講習などの支援を講じます。 

                                  （所属の園長・園長補佐・全職員～継続） 

             ・育児休業から復帰した職員は、業務に慣れるのに時間を要したり、子ども

の急な発熱等にも対応しなければならないなど、仕事と子育ての両立のた

めの時期であることから、業務分担などについてよく検討し、職場全体で

サポートしていく雰囲気を醸成します。 

        （全職員～継続）    

 

     D 育児休業等に関するハラスメントの禁止 

  育児休業等の制度の申出や利用に関して、当該申出や利用する職員の就業

環境を害する行動を行わないことを周知徹底いたします。 

（全職員～継続）   

 

 

   （４）年次休暇等の取得を促進するために 

          A 計画的に年次休暇を取得できるよう一層の環境整備を行います。 

                                            （所属の園長・園長補佐～継続） 

 

          B 法人内の会議の場において、定期的な年次休暇の取得を啓発します。 

                                                          （事務局～継続） 

          C 連続休暇等の取得促進を図ります。              （事務局～継続） 

            （取得例） 

             ・月曜日や金曜日と休日を組み合わせた年次休暇の取得 

             ・国民の祝日や夏季休暇を組み合わせた年次休暇の取得 

             ・子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得 

 

          D 子どもの看護休暇等を周知するとともに、職員が育児を行うための取得しや

すい環境をつくります。              （事務局・所属の園長～継続） 

 

 

  二  その他の次世代育成支援対策に関するもの 

    （１）子ども、子育てに関する地域活動に貢献するために 

           A  スポーツや文化活動など、子育て活動に役立つ知識や特技等を持っている

方や、地域の子育て活動に意欲のある方の積極的な地域活動への参加を促
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進します。 

               また、職員が参加しやすい職場の雰囲気を醸成します。 

                                                            （全職員～継続） 

           B  地域の子ども達の就業の選択肢の幅を広げるためにインターンシップの

受入を積極的に行う。                （全職員～新規） 

    （２）子どもを交通事故から守るために 

           A 交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施します。                                          

（事務局～継続） 

 

 

６． おわりに 

  保育や就学前教育を主な事業とする当法人においては、育児の重要性については各職員

において十分認識していると思われるが、この行動計画を実施することによって、改めて

職員一人ひとりが、「みんなで支え合う育児」の重要性を強く持ち、その結果、地域社会に

おいても次世代を担う子どもたちが、健やかに生まれ、育てられる環境をつくることに貢

献できるようにしましょう。 


